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邦訳版への序

本書は， ICRP Publication 43として刊行された， ICRP専門委員会4の報

告書

Principles of Monitoring for the Radiation Protection 

of the Population 

(Annals 01 the ICRp， 15， N o. 1 (1985)に発表)

を， ICRPの了解のもとに翻訳したものである。

これは，同じ専門委員会4の報告書，“Principles of Environrnental 

Monitoring Related to the Handling of Radioactive Materials" (1965年採

択， Publ. 7)を， ICRPの1977年勧告に従うように改訂したものである。し

かし，この報告書で扱っている範囲はかなり広範となり，職業上の被曝と医

療による患者の被曝を除くすべての被曝について，作業場所の外でのすべて

のモニタリングを取り扱っているが，主として平常時のモニタリングプログ

ラムに関する記述に重点を置いている。

翻訳は，日本原子力研究所の次の方々により行われた:

大越実，大畑勉，片桐浩，加藤正平，国分守信，

村田幹生，薮田肇，吉田芳和

他の報告書の邦訳作成の場合と同じ く，この原訳は協会のICRP勧告翻訳検

討委員会によって検討と調整が行われた。

翻訳にあたられた上記諸氏のご協力に感謝の意を表したい。

昭和 61年 6月

ICRP勧告翻訳検討委員会
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1.緒
吾A、
日間

( 1 ) 

(1) 環境モニタリングに関する前報告書1)の刊行後，委員会はその基本

勧告2)および線量制限に関する考え方のいくつかを変更した。以前の勧告の

大部分は現在も適切であるが，委員会は，モニタリングプログラムが拠りど

ころとすべき一般原則を再評価することや，勧告を現行の放射線防護の考え

方と整合させること，および作業区域外で行われるすべての種類のモニタリ

ングにまでその範囲を広げることが必要と考えた。この報告書では平常時と

緊急時の両方を考慮してはいるが，平常時のモニタリングプログラムに重点

を置いている。委員会は，緊急事態が発生したときの対策の立案に関する勧

告も公表しているヘ

( 2 ) この報告書では，職業被曝と放射線の医学利用による患者の被曝を

除いた，すべての被曝を考察している。被曝源のあるものははっきりと決ま

った場所に発生するので，この場合には，被曝源に着目したモニタリングが

実施できる:他の被曝源は広く分布しており，この場合直接的なモニタリン

グは比較的困難である。いず、れの場合にも，線源モニタリングだけでなく環

境モニタリングの必要性も評価すべきであり，また適切なモニタリングプロ

グラムを立案すべきである。線量当量は，ある場合には測定だけで算定でき

るかもしれないが，通常は，モニタリングとモデル化の組合せが必要とされ

ることが多い。

( 3) 線源のモニタリングは，与えられた線源からの空気吸収線量率およ

び環境中に放出される放射性核種の量の測定と算定に関係するものである。

通常，このモニタリングはそれより先では放射性物質の放出を管理しあるい

は放射線場への接近を阻止することが不可能であるような点の近くで行われ



( 2 ) 

る。環境モニタリングは，この点以遠の地域における空気吸収線量率の測定

と，選定された環境媒体中の放射性核種濃度の測定に関係するものである。

環境モニタリングは必ずしも単一の線源に注目して行われるとはかぎらず，

複数の線源による局地的，広域的あるいは地球規模の影響を算定するために

も利用できる。

( 4 ) 線源モニタリングも環境モニタリングも，その種類と規模は，施設

の操業あるいは行為の段階と状況，すなわち，操業前，施設の操業開始時，

操業中，デコミッショニング，平常操業の聞の操業終了時および事故時によ

って異なる。各段階でのモニタリングプログラムは，この報告書の第5章で

述べるような特定の目的を満たすように立案すべきであり，また，ときどき

見直すべきである。操業前の調査によって，モニタリングが不要であること

が明らかになったり，きわめて簡単なモニタリンク寺プログラムで十分である

ことがわかる場合が多い。



( 3 ) 

2. 用語の説明

( 5 ) この報告書で用いている用語の多くは放射線防護において広く使用

されているが，重要な用語のこの報告書の文脈中での意味を明確にしておく

ことは有用である。決定グループのような重要な用語は第 3章で定義してあ

る。

( 6 ) モニタリングとは，放射線あるいは放射性物質に対する被曝の推定

または管理と関連づけて行われる放射線または放射能の測定である。乙の用

語は測定結果の解釈を含む。モニタリングプログラムは，測定の種類と頻度，

測定手法または試料採取法とそれに続く実験室での分析の手順，統計的検定

の方法，データの取扱法，解釈および記録の方法について定める必要がある。

試料採取点のネットワークは，線源と被曝経路とに関連させて注意深く選ば

なければならない。モニタリングプログラムの最終部分には個人または集団

に対する線量当量の計算が含まれることもあり，あるいは単に，該当する誘

導限度あるいは認定限度と測定値との比較が求められるだけのこともある。

(7) 線源モニタリングとは，ある決まった放射線源あるいは行為のモニ

タリングである。多くの線源，たとえば原子燃料サイクル，原子力以外の工

業，教育的，研究的および医学的利用について，線源モニタリングは通常，

線源を発生させる行為の事業者‘の責任で行われるであろう。また，測定は通

常，排気スタックあるいは敷地境界フェンスのように，それより先では事業

者が放出放射性核種の挙動に影響を与えたり放射線場へ接近することを妨げ

たりできなくなる点において行われるであろう。

(8) 環境モニタリングは被曝をもたらす敷地の外側で行われる。線源開

"operator"は個人ではなく事業の実施者を意味する。ここでは事業者と訳す。



( 4 ) 

連の環境モニタリングと人関連の環境モニタリングに区別すると便利であ

る。線源関連の環境モニタリングは，ある決まった線源または行為により生

じる空気吸収線量率または放射能濃度の測定に関するものである;調査して

いる特定の線源または行為の寄与を識別するために，比較測定が必要となる

こともあろう。線源関連の環境モニタリングは，認定限度以下であることを

示すため，予測されたレベルとの違いを測定するため，および公衆への情報

提供のために行われる。また，最適化の研究にも役立つであろう。このモニ

タリングは，線源あるいは行為の事業者の責任で行われる場合が多いが、補

足的または追加的なモニタリングが，規制機関あるいは他の政府機関によっ

て行われることもありうる。人関連の環境モニタリングは，複数の線源から

同一グループの人々が被曝する場合に行われる環境モニタリングである。 主

目的は，すべての線源からの線量当量の算定である。人関連の環境モニタリ

ングは最適化とは関係がなく，また通常，適切な国の監督官庁によって実施

されるであろう。

( 9 ) 個人モニタリングとは，直接人について実施される測定に関するも

のである。日常モニタリングプログラムでは個人モニタリ ングが行われるこ

とはまれと思われるが，少数の個人が単一線源あるいは複数線源から線量限

度のかなりの割合の被曝をするような場合には使われることがあるかもしれ

ない。個人モニタリ ングは，事故後，個人の実際の線量当量を算定するため，

あるいは公衆に情報を提供するために有用である。

(10) この報告書においては，平常時と緊急時のモニタリングテプログラム

を区別する。平常時モニタリングプログラムには，あらかじめ決めた頻度で

行うモニタリングと，ある種の作業または予見できる状況と関連して行うモ

ニタリングの両方の日常モニタリングが含まれる。たとえば，原子力発電所

の平常時モニタリ ングプログラムには空気吸収線量率と排出の日常的サーベ

イが含まれるであろう。また，このモニタリングプログラムには， より多量



( 5 ) 

の被曝を生じるかもしれない計画作業時に必要とされる追加のモニタリング

の用意，および，異常ではあるが予見できる事態が発生したときに必要とさ

れるモニタリングの用意もあるであろう。平常時モニタリングプログラムは，

異常事態の調査に用いられる基準値も提供するであろう。緊急時モニタリン

グプログラムは，平常操業について勧告されている限度を超える被曝が生じ

る可能性のある緊急時に使用するために立案されたプログラムである。この

ようなプログラムは、対策の実施時期と範囲の決定に役立つ十分な情報を迅

速に提供できるものでなければならない。平常時モニタリングと緊急時モニ

タリングの区分は，線源モニタリングプログラムにも環境モニタリングプロ

グラムにもあてはまる。

(11) 行為を操業の種々の墜堕，すなわち操業前，操業開始時，操業中，

デコミッショニングおよび操業終了後に区別することも有用である。測定の

規模と頻度は操業の段階によって異なるであろう。操業前段階では，スタッ

フの訓練，分析施設の建設等を含めて，後の段階のために経験をつむことが

目的であり，また，空気吸収線量率あるいは種々の物質中の放射能濃度の基

準値を決めることが目的である。これらの値は初期操業段階において利用で

きるが，時間とともに変化するかもしれない。後の段階のための適切に立案

されたモニタリングプログラムには，必要とされる比較測定が含まれるべき

である。操業開始段階と初期の操業段階においては，モニタリングは集中的

に行い，操業経験の蓄積にしたがって縮小していってよい。操業段階では，

モニタリングは認定限度を満たしていることを示すために十分なものでなけ

ればならず，一方，デコミツショニング段階ではより集中的な，あるいは異

なったプログラムが必要となるかもしれない。操業終了後の段階においては，

ありそうもないことではあるが、非常に長期間にわたるモニタリングの必要

性が生ずるかもしれない。
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3. 関連する委員会勧告

(12) 委員会の基本勧告は ICRPPublication 262)に定められ，次のように

述べられている:

“(9 ) 放射線防護の目的は，非確率的な有害な影響を防止し，また確率的影

響の確率を容認できると思われるレベルにまで制限することにおくべきである。

このために委員会は， 12項において一つの線量制限体系を勧告しており，

その要点は次のようである。

“(12)……(a) いかなる行為も，その導入が正味でプラスの利益を生むので

なければ，採用しではならない;

(b) すべての被曝は，経済的および社会的な要因を考慮に入れな

がら，合理的に達成できるかぎり低く保たなければならない:

( c ) 個人に対する線量当量は，委員会がそれぞれの状況に応じて

勧告する限度を超えではならない。"

(13) これらの三つの原則は，正当化，防護の最適化，および限度の遵守

とに要約できる。モニタリングは，認定限度を満たしていることを明示し，

最適化を行うための有用なデータを供給するために利用することができる。

通常，モニタリ ングは行為の正当化に関する役割をもっていない。

被曝の算定

(ICRP Publication 26の212'"'-'219項)

(14) 任意の行為の影響を算定するために，線量当量および関連する量，

たとえば個人および集団に関する実効線量当量と預託実効線量当量を計算す
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る必要がある。個人の線量当量が該当する線量限度を超えないことを保証す

るためには，個人線量当量の計算にはすべての行為からの寄与が含まれなけ

ればならない。線源関連の算定では，ある与えられた線源に伴う損害が評価

される;この評価には，ある行為の現在および将来における操業に対する個

人線量当量および集団の線量当量の計算が含まれる。人関連の算定は，すべ

ての線源に由来する個人に対する線量当量に関係する。これら各種の評価の

それぞれを実施するには，モニタリングプログラムから得られる直接の測定

結果と，モデルによる計算との適当なかね合いが必要とされる。

(15) 委員会がICRPPublication 26の85項中で一般公衆の被曝の観点

から定義した重要な概念は，決定グループという概念である。このグループ

は，集団中で最も高い線量当量を受けると予想される個人を代表すべきもの

である;グループは年齢，食習慣および受ける線量に影響を与えるような生

活行動面に関しでかなり均一であるよう，十分小さいものであるべきである。

公衆の個々の構成員にあてはまる線量当量限度は決定グループ内の平均線量

当量に適用することが合理的であろうと委員会は信じている。見かけ上均ー

なグループ内にも生まれつきの個人差があるので，決定グループのいく人か

の構成員は実際には平均値よりも高い線量当量を受けるであろう。しかし通

常は線量当量が最大になるような仮定を用いているため，実際に受ける線量

当量は推定した線量当量よりは低いであろう。決定グループは第8章でさら

に議論する。

公衆の個々の構成員に関する線量当量限度

(ICRP Publi~ation 26の 117'"'-'128項)

(16) 公衆の構成員は数多くの危険にさらされていて，放射線リ スクの大

きさは他のリスクとの関連において考えなければならない。委員会は次のよ

うに述べている:“この根拠から，年あたり 10-6"，10-5の範囲のリスクは公衆
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の構成員のだれにとっても多分容認できるであろう。"

“(119) 1O-2Sv-1のオーダーの全リスクという仮定は……，公衆の個々の構成

員の生涯線量当量を，一生涯を通して年あたり 1mSvの全身被曝に相当する値に

制限することを意味する。以後の諸項に記す理由で，委員会が勧告した 1年につ

き5mSv (0. 5 rem)という全身線量当量限度は，これを決定ク。ループに適用した

とき，これと同程度の安全を確保するものであることがわかっているので，委員

会は， 120~128 項で規定する条件のもとに，これを引き続き用いることを勧告す

る。"

“(120) 公衆の個々の構成員に対して 5mSvという年線量当量限度を適用す

るとき，公衆の被曝をもたらすような行為は少ししかなく，決定グループ外の

人々の被爆はほとんどないならば，平均線量当量は 1年につき 0.5mSvより低く

なると思われる……。この線量当量限度を公衆の構成員に適用するさいには，あ

る数の個人が 2つ以上の決定グループに属するかもしれないという可能性を考

慮、しなければならない。実際は，決定グループを選ぶ場合に線量当量が最大にな

るような仮定を普通はしているので，最も大きい被曝をする個人が実際に受ける

線量は，ほとんどの場合，この決定グループについて想定された線量よりもかな

り低くなると思われる。"

最近の声明4)の中で委員会は次のように述べている九

“委員会は，公衆の構成員の確率的影響について，放射性物質に対する被曝か

らの預託実効線量当量は，いかなる 1年間においても 5mSvに制限されるべきこ

と，また，長時間にわたって繰り返される被曝に関してはさらに，終生にわたる

被曝の各 1年につきこれを 1mSvに限定するのが賢明であろうと勧告してい

る。"

訳注:1985年の委員会の声明で次のように変更された;

公衆に関する線量当量限度の主たる限度は 1年につき 1mSvとする。ただし，

生涯にわたる平均の年実効線量当量が 1年につき 1mSvを超えることのない

かぎり， 1年につき 5mSvという補助的線量限度を数年にわたって用いること

が許される。
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この声明は，放射性核種の摂取による被曝に適用されたものであるが，こ

の原則は体外被曝に対しても同様に適用できる。

“(127) 放射性核種の摂取により公衆の構成員に与えられる線量当量の計算

においては，子供の器官の大きさの違いまたは代謝特性の違いを考慮に加えなけ

ればならない……"

集団の被曝

(ICRP Publication 26の 129'"'-'132項)

(17) 委員会は，委員会が集団に関する線量当量限度を提案していないこ

とを注意している。そのかわりに委員会は，集団の被曝に対するそれぞれの

人工線源の寄与はその便益によって正当化されなければならないことを強調

したい，としている。したがって， 全集団の照射に関する限度は，あき らか

に，必要最小限の寄与分の合算により得られる総線量であり，割り当てのた

めみかけ上利用できる，許容される総線量ではないことがわかる。

限度とレベル

(18) 委員会は， ICRP Publication 26 の 145~152 項において，限度とレ

ベルの体系を次のように述べている:

“(145) 線量当量限度は，……個人の身体器官または組織の線量当量あるい

は，該当する場合には，預託線量当量に適用し，また集団の被曝の場合にはこれ

らの量の一つを個人のグループについて平均した値に適用する。"

“(146) 補助限度は体外照射と体内照射について与えられる。全身の体外照射

の場合には，補助限度は身体の 1cm以上の深さにおける最大の線量当量に適用

する……。体内被曝についての補助限度は，吸入または経口摂取による摂取量の

年限度である。……これらの摂取量の限度は成人の「標準人Jに関するものであ

る。しかし， 一般公衆の決定グループが生物学的な特性において「標準人」と大
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幅に異なっている場合には，その相違を考慮に入れるのが適切であろう・・・・。

(19) 委員会は，公衆の構成員に関する年摂取限度の数値を勧告していな

い。年線量当量限度の違いのほか，年齢による身体の大きさと代謝の相違，

および環境中の放射性核種の化学形を含む多くの因子を考慮する必要があろ

う。国の監督官庁はこれらの値を勧告したいと望むかもしれないが，委員会

は，委員会が一般的に適用できる値を勧告することは適切ではないと考えて

いる九いくらかの指針が第4章に示しである。

(20) 委員会は，限度とレベルに関して多くの勧告を行ってきた:

“(147) 実際的な放射線防護においては，線量当量，預託線量当量，または摂

取量以外の量と結びつく，たとえば環境条件などに関係した限度の設定がしばし

ば必要になる。これらの限度が，その状況に対するきまったモデルによって基本

限度と関連づけられ，基本限度を反映するように意図されているときには，それ

らは重重毘星と呼ばれる。誘導限度は作業場所の線量当量率，空気汚染，表面汚

染および環境物質の汚染といった量について設定されよう。誘導限度と基本限度

との聞のつながりの正確さは，誘導に用いられたモデルがどのくらい現実と合っ

ているかに依存する。"

“(148) 監督官庁または施設管理者によって定められる限度は認定限度と呼

ばれる。これらは，例外的には誘導限度に等しいこともあるが， 一般には誘導限

度よりも{尽くすべきである。認定限度の決定には最適化の方法が用いられよう。

そして，その認定限度は限られた状況にのみ適用される。このような制限はいず

れもはっきりと規定することが大切である。認定限度が存在するときには，それ

はつねに誘導限度に優先する。"

“(149) 参考レベルは，放射線防護プログラムの中できめられるどんな量につ

いても，それらの量に限度があるかないかにかかわらず，定めることができょう。

参考レベルは限度ではなしある量の値が参考レベルを超えるかまたは超えると

予想されるときにとるべき一連の処置の方針をきめるのに用いられる。その処置

は，単なる情報の記録から原因とその結果の調査，さらに介入措置までにわたる
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であろう。参考レベルをきめるさい，この処置の一般的な適用範囲を定めること

が重要である。参考レベルの最もふつうの型は，記録レベル，調査レベルおよび

介入レベJレである。"

“(150) モニタリングプログラムの中で行われる多くの測定は，あまりに低す

ぎて関心をヲlかないような結果を示し，そのような測定結果は記録されずに捨て

られることが多い。それで，線量当量または摂取量について記録レベルを正式に

定め，それを超えたならば測定結果は記録と保管に値する重要性をもっとするこ

とが，多くの場合役に立つ。そうすれば，その他の測定結果はすべて，規定され

た記録レベル以下であると述べるだけで足りるであろう。記録されなかったこれ

らの結果は，放射線防護の目的には，年間の線量当量または摂取量を算定する上

でゼロとして取り扱うべきである。このやり方によって，モニタリング結果の記

録はかなり簡易化されることになる。"

“(151) 調査レベルは，これを超えた場合，これ以上の調査を正当化するほど

重要と考えられる結果をまねくような線量当量または摂取量の値としてきめる

ことができる。任意のきまった種類の測定量について，誘導調査レベルをきめて，

それを下回る測定結果が，合理的な確実さで線量当量または摂取量の該当する調

査レベル以下の値に対応するようにすることが可能である……。"

“(152) 介入措置の詳細はそのときの状況によって左右されるであろうが，経

験上，ある量の値が介入レベルを超えないかまたは超えると予想されないならば

介入措置が必要になることはほとんどないように，介入レベJレをあらかじめ設定

しておくとしばしば役に立つことがわかっている。介入措置は平常作業を妨げや

すく，また，場合によっては，平常時の責任系統を乱すことがあるから，軽々し

く行われるべきではない。"

(21) ICRP Publication 26には定義されていないが，委員会は ICRP

Publication 37の 67項で上限値の概念をとり入れた。線源に関する上限値

は複数の線源から被曝する場合であっても，いかなる個人もその受ける線量

が該当する線量当量限度以下に保つことを保証するための，その線源の最適
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化過程における束縛条件となることを目的としている。したがって，単一の

人工線源に関する上限値は年線量当量限度のある割合に定められる。
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4. モデル化とモニタリング

(22) 個人に対する線量当量あるいは，集団に対する集団線量当量の算定

には，モデルと測定の両方が使われるが，両者の適用のかね合いは算定の目

的と被曝経路のどの点で測定が行われるか等の因子に依存する。極端な例と

して，測定がまったく必要とされないこともあろう:たとえば，体外照射に

よる線量当量は，線源の放射能と核種組成がわかれば，計算が可能であろう。

反対の極端な例としては，個人が受ける線量および放射性核種の体内量を直

接測定することが必要となる場合で，この場合必要なモデルは代謝モデルと

線量算定モデルおよび摂取状況だけである。多くの場合，とくに環境中に放

出された放射性核種を考える場合，モテツレ化と測定の組合せが行われよう。

算定の信頼性は，目的に合ったモデルの使用と組み合わさった適切な測定の

正確さと頻度に依存するであろう。

(23) 線量算定法は，測定値を人に対する線量に関連づけるために必要と

されるステップ数により順位づけすることができる。最も直接的な方法には，

空気吸収線量率の測定と放射性核種の個人体内量の測定がある。これらの算

定は，環境移行モデルを必要としないが，実際上の理由から，まれにしか行

われない。前の例よりもいくらか間接的であるが，放射性核種の摂取による

線量は，空気中および食物中の放射性核種量の測定によって算定することが

でき，その場合，吸入率，消費率の知識が必要である。被曝する人からみて

最も遠く離れた関係にあるのは線源位置，放出地点あるいは環境移行連鎖の

初めの段階での放射性核種あるいは空気吸収線量率の測定である。このよう

な場合，放射性核種の希釈と拡散，環境中の経路を通しての移行，およびそ

の結果もたらされる人への線量を予測するためのモデルが必要である。
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限度およびレベルの決定におけるモデルの使用

(24) モデルの使用により，線源位置あるいは環境中で測定された放射能

レベルと個人および集団に対する線量当量との関係を確立することができ

る。第3章で定義したように，誘導限度は基本線量当量限度と関連づけられ

る。誘導限度は線量率，放射性核種の排出率あるいは環境媒体中の放射性核

種濃度として表現できる。誘導限度値は，ある測定値がこの値を下まわれば

線量当量限度が満たされていることが実質的に確かであることを示すように

定められる。この目的を達成するためには，誘導限度を基本限度に関連づけ

るモデルのパラメータに安全側の値を使う必要がある。誘導限度を超える値

が測定されたとしても，必ずしも線量当量限度を超えたことを示すわけでは

なしそれは状況の注意深い見直しとともに線量当量のより詳細な算定の必

要性を示すものである。

(25) 参考レベルは，第3章に定義したように，何らかの対策が必要とさ

れる線量当量レベルに対応している。モニタリングプログラムで決められた

いかなる量についての参考レベルも，誘導限度で使われたものと同様な方法

で，適切なモデルを使って計算できょう。

体外被曝モデル

(26) 体外被曝は，宇宙線，人が造った施設からの直接照射および環境中

に存在する放射性核種からの直接照射によりもたらされるであろう。

(27) 静止点線源と考えてよい一つの線源からの直接照射による被曝の算

定は，比較的単純なことである。線量率の測定は線源に近い所で実施可能で

あり，より遠方における個人に対する線量当量の計算は，その人がその地点、

ですごす時間についての仮定および，線源からの距離とその中聞に存在する

建物その他の障害物による減衰係数に散乱に対する適当な考慮、を加えた仮定
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に依存する。 一般環境中に存在する放射性核種の場合，体外被曝の二次元あ

るいは三次元モデルが必要となるであろう。地中の放射性核種による屋内で

の被曝は壁および床の遮蔽効果により減少する。しかし，建築材中の放射性

核種および建物の屋上と壁に沈着した放射性核種は，建物内における体外被

曝をかなり上昇させるであろう。このような場合については，いろいろな複

雑さをもっ計算モデルが利用できる。

環境移行モデル

(28) 放射性核種は，大気系および水系への直接排出あるいは放射性廃棄

物の陸地埋没からの漏出により環境中にもたらされる。大気中への放出と人

との聞の単純化した経路を図 1に示す。被曝は，空気中の放射性核種または

地表面に沈着した放射性核種からの直接照射，大気浮遊性の放射性核種の吸

入あるいは汚染した食物と水の消費により生じるであろう。放射'性プルーム

からの直接照射およびプルーム中の放射性核種の吸入はかなり直接的な被曝

経路である。他の経路は，環境のさまざまな部分の聞における多くの移行過

程が関係する。図に示したそれぞれのコンパートメントは相当単純化したも

のであり，多くの場合，それ自体多くのいろいろなコンパートメントから構

成されているであろう。

(29) 同様に，水中あるいは地中への放出と人との聞の単純化した経路を

図2に示す。直接の照射は放出のサイト，または表土と堆積物への放射性核

種の蓄積から起こりうる。環境を通じての種々の移行過程の結果として水お

よび食物が汚染されるが，この場合も，ここに示されているコンパートメン

トは，現実の過程に含まれる環境のさまざまな部分を単純化して表現したも

のである。再浮遊した土壌と堆積物の吸入および人による種々の環境系の部

分の利用についても考慮しなければならない。

(30) 環境移行モデルの種類とそれらの特性についての詳細は ICRP
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放射性物質 トベ空気

f 

図 1 大気中に放出された放射性物質から人までの簡単化された経路

Publication 295)に述べられている。これらのモデルはほとんどすべての状況

で必要とされるが，施設の寿命期間中の各段階に対応して特定の使い方がさ

れる。操業前の段階では，重要な放射性核種と被曝経路の確定，潜在的な決

定グループの選択，個人および集団に対する線量当量の予測，誘導限度の決

定と参考レベルの設定，および適切なモニタリングプログラムの確立のため

にこれらモデルが必要である。操業段階では，操業前の段階で開発されたモ

デルを用いて環境モニタリングプログラムの結果から線量当量の計算を行

い，あるいはこれらの環境モニタリング結果が検出限界以下の場合は，放出

データから線量当量を計算するためにこれらのモデルが用いられる。特定の

経路からの線量当量が小さい場合にも、モデルだけに基づく算定が行われ，

モニタリングは，たとえ実行可能だとしても、経済的には正当化されないで



放射性物質 放射性物質

経口摂取

図 2 地下水または地表水(海洋を含む)に放出された放射性物質から人までの簡単化された経路

直接放射線

ト、也、
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あろう。

(31) 必要とされる情報および特定環境下での放射性物質の特有な挙動に

より，適用されるモデルの種類が決まる。一般的には，必要とされる正確さ

が得られるような，最も単純なモデルを使うべきである。たとえば， トリチ

ウムまたは14Cのようなある核種については，比放射能モデルで十分であろ

う。他の物質については，放射性核種の種類とその環境中での物理的，化学

的形態，環境を通じての取込みと移行，および人体中での代謝を勘案し，こ

の特定の放射'性物質について適切なモデルを開発する必要があろう。

代謝モデルとそれに関する線量算定モデル

(32) 放射性核種の摂取による預託線量当量のどんな算定も，測定結果あ

るいは計算結果のいずれにせよ，代謝モデルと線量算定モデルに基づかなけ

ればならない。委員会は標準人の代謝6)および職業上被曝する成人について

の年摂取限度(ALI)7)に関する報告書を出版している。公衆の構成員に対する

線量当量の計算では，原則的に，被爆グループの臓器の大きさおよび代謝特

性の違いを考慮する必要があり，とくに被曝グループに幼児と小児が含まれ

る場合はこのことが重要である。被曝集団と標準人の特性の聞には，年齢と

臓器の大きさ以外にも違いがあることがあるので，国あるいは地域の監督官

庁は，独自のデータを選択しなければならないであろう。

(33) 作業者について導かれた放射性核種の単位摂取あたりの預託線量当

量の値は，必ずしも公衆の構成員に適用できるものではない。環境中に存在

する放射性核種の化学的，物理的形態は作業場所で遭遇するものとは異なる

かもしれないことを考慮しなければならない。とくに，食品中に取り込まれ

た放射性核種は，作業場所で見出される化合物よりも容易に人の消化器系か

ら吸収されるであろう。さらに，公衆の構成員は，作業者と比べて，年齢，

身体臓器の大きさおよび代謝ノfラメ}タ等の特性の幅が広いので，単位摂取
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あたりの預託線量当量の値もより広い幅をもつであろう。委員会が 1984年声

明4)で勧告したように，年齢，習慣等のある範囲にわたった単位摂取あたりの

預託線量当量の計算が，行われるべきである。

(34) 消費率および吸入率の値は，線量算定の目的という観点から選択し

なければならない。決定グループに対する預託線量当量を算定する場合，限

度を下まわることを確実にするためには結果が最大となるような仮定が適切

であるが，最適化の研究あるいは種々の被曝源の比較に用いるための集団線

量当量の算定では，現実的な仮定を使用すべきである。

モニタリングとモデル化との関係

(35) モニタリングプログラムの結果を解釈するためには，いろいろな複

雑さをもっ計算モデルを使用する必要がある。これらのモデルは他の研究開

発の努力に由来することもあり，その場合には観測結果に基づいて改良され

ることはあるが，モニタリングプログラムには依存しない。

(36) すべてのモデルは最初は観測に基づいている。着目している放射性

物質に関する適切な実験データが存在しない場合には，まず第ーに，類似物

に基づいてモデルを構築することが必要であろう。施設の操業前の段階およ

び操業期間中，モデノレを検証するために観測あるいは実験を行うことができ

ょう:そして，たとえ移行の各段階にかかわるすべてのパラメータに関しモ

テ・ルのすべての部分を検証することは不可能であるとしても，モデル全体と

しての妥当性をチェックするために適切な観測を行うことは可能であろう。

(37) 移行連鎖に沿った多くの点で放射性核種が容易に測定できるような

排出の場合，測定結果はモデルを改良するために使うことができる。ひとた

びモデルが試され，必要とされる正確さで結果が得られることがわかれば，

実験の努力を減らすことができょう。モデルとモニタリングプログラムのど

ちらも経験に基づいて見直しされなければならないが，あらかじめ予測でき
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なかった人への経路または認識されていなかった濃縮過程が確認されること

があるかもしれないので，継続的な環境モニタリングの有効性を看過すべき

でない。もっと一般的には，放射性物質の日常的な排出は，環境媒体中に非

常に低レベルの濃度上昇しかもたらさないので，日常モニタリングの結果を，

モデル改良のために使用することはできない。

(38) モデルを用いて予測される線量に最大の不確かさをもたらす諸因子

を明らかにするために，感度解析等の技法を使うべきである。もしこれらの

不確かさが容認可能な範囲より大きいならば，それらの技法を使うことによ

って，モニタリングプログラムを支持するためにはどの分野の実験を追加す

るのが最も効果的かを知ることができる。

(39) 環境への事故的放出がある場合には，放射能レベルが高いため，平

常状態では入手できないデータを収集するよい機会となる。このような状況

下では，線量算定のための測定が優先されるが，モデル化と研究のために，

測定に続いてデータが解析され活用される機会を無視すべきではない。
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5. モニタリングの一般的な目標

(40) モニタリングプログラムの立案を正当化する主要な目標は次のとお

りである:

( 1 ) 平常操業または事故により環境中にもたらされる放射性物質あるい

は放射線場から，決定グループおよび集団が受ける実際のあるいは潜

在的な線量を算定すること。これは決定グループに対する線量当量の

算定に限定しでもよいし，集団に対する集団線量当量の算定まで拡張

してもよい;

( 2 ) 認定限度および法律上の要求にしたがっていることを示すこと;

( 3 ) 線源の状態，施設の操業あるいは閉じ込めの妥当性および排出物管

理の有効性をチェックすること，異常状態あるいは予見できなかった

状態の警告を出すこと，および，適切な場合，特殊環境モニタリング

プログラムを発動すること。

(41) モニタリングは，これらの特定の目標の一つあるいは二つ以上の達

成が期待されるときにのみ実施されるべきである。ひとたびプログラムが開

始されたならば，その目標がひき続き満たされることを確実にするため，定

期的に見直しきれなければならない。

(42) 一つまたは二つ以上の基本的目標を満たすためにひとたびモニタリ

ングの必要性が決定されると，副次的な目標を満たすために，種々のプログ

ラムが実施される。副次的目標とは以下のとおりである。

0公衆に対して情報を与えること;

O環境放射能レベルへの施設または行為の影響の継続的記録を維持するこ

と;
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0その事業者の施設または行為からの寄与を他の線源からの寄与と区別す

ること;

0事故の影響の算定で必要となることがある局地的環境における物質の挙

動についてのデータを得ること:

0新しい経路の出現を含めいろいろな移行経路と移行機構の相対的重要性

の変化を確認すること，そしてさらに，経験にてらし，また変化する条

件に対応して，環境モニタリングプログラムの改訂を可能にすること;

0モデルの構造を改良し，かつパラメータの不確かさを減らすため，環境

モデルによる予測を検証しあるいは改善すること;

0環境中における放射性核種の移行の知識を増すことを目的とした，より

一般的，科学的な研究を行うこと。

(43) 一般に，線源モニタリングは施設あるいは行為の事業者により実施

される。ある特定の線源に関連した日常環境モニタリングプログラムは，事

業者，適切な国の監督官庁，あるいはその両者により実施されるであろう。

適切な国の監督官庁により実施されるより一般的な環境モニタリングプログ

ラムには上述の目標の他に，特定の線源に関連しない目標が含まれるであろ

う。これらのプログラムは次の目標に役立つ:

0すべての放射線源の全体的な環境影響を評価すること:

0現在の行為についての被曝を制限するための管理の有効性を算定するこ

と;および

0被曝の傾向を調査すること。
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6. モニタリングプログラムの必要条件

(44) いかなる被曝源についても，モニタリングの規模と程度は平常時お

よび事故時において個人に対する予測線量当量と集団に対する予測集団線量

当量の意義を反映させるべきである。被曝源の多くはいかなる種類のモニタ

リングも必要としないであろうし，あるものは日常的な線源モニタリ ングは

必要かもしれないが，環境レベルについてはときどきのチェックでよく(緊

急時モニタリングのための準備のある場合とない場合がある)，またあるもの

は，緊急時モニタリ ングの機能を備え，線源と環境の両方についての連続的

かつ包括的なモニタリングを必要とするであろう。この章では，種々の異な

る線源に関する適切なモニタリングについて，いくらかの一般的指針を与え

る。

(45) 公衆が近づきうる場所の体外被曝の線量当量率が非常に低く，排出

物中に日常的に放出される放射性核種量が非常に少なしまた事故的放出の

可能性が非常に低いか，あるいはないような多くの被曝源があることは明ら

かである。そのような線源の例として，工業的にいろいろ利用される密封線

源，研究または教育に使用される少量の非密封線源，および消費財がある。

この種の個々の線源で適切に遮蔽され管理されれば重要な被曝源とは考えな

くてよいものについては，前章で述べた放射線防護の目標を満たすためにモ

ニタリングプログラムが必要となることはなさそうである。もし必要ならば，

保有量と取扱量から体外線量率が計算でき，排気，排液の排出の影響も算定

することができる。ある場所の特定の線源が，モニタリングの必要性の観点

から重要でないと考えてよいかどうかは，施設の詳細，その使い方，最も近

くにいる公衆の構成員の位置，および局地的環境に関係するその他の要因に
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依存するので，正確に定量的な明細を示すことはできない。しかし，決定グ

lレープの構成員に対する 1μSv程度の年線量当量は，線量当量限度と比べて

も，実際の測定の観点からは，自然ノてツクグラウンド放射線の変動に比べて

も，非常に低いことは明らかである。したがって，最高の被曝をする個人に

対しそのような線量を与える線源は，もし有意により高い線量をまねく可能

性が非常に低いかないならば，モニタリングの観点から重要でないと見なす

ことができょう。

(46) 日常的な排出物の放出の点からも，より高線量率をもたらす可能性

があるという理由からも，モニタリング9プログラムの必要性が明らかな何種

類かの線源あるいは施設がある。そのような施設の例には，原子力発電所，

再処理工場および燃料製造工場といった原子燃料サイクルに関連した施設の

多くがあげられる。この種の施設は，モニタリングの必要性の観点から重要

と見なされ，つねに線源モニタリングを必要とするであろう。このモニタリ

ングは通常，日常的な放出に対するチェックとして機能するため，および正

常な状態からの逸脱の警告を出すため，連続的に行われるであろう。通常，

このような線源には，環境モニタリングプログラムが必要でそれは被曝の主

要経路の体系的算定ができ，かつ新たな経路の出現を検知するのに十分包括

的であるべきであろう。そのような線源からの日常的放出物による最大年線

量当量は 1μSvよりかなり大きいかもしれない。モニタリングプログラムの

論理的根拠の多くは，しかし，放出の可能性に関連しているであろう。しか

しながら，平常操業に関するモニタリングと事故的な状況を検出し算定する

ためのモニタリングとでは，異なった要求がありうることに注意すべきであ

る。

(47) 多くの線源と施設は，上述のかなりはっきりした両極端の中間にあ

るであろう。適切なモニタリングプログラムは，着目する施設が重要である

かないかのどちらのカテゴリーにどの程度近いかに関係づけるべきである。
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(48) 個々の施設に関係づけたモニタリングプログラムの必要性に加え，

適切な国の監督官庁は，多くの異なった線源，あるいは大気中の核兵器実験

または大気中に不注意に放出された地下核実験からの降下物のような，広い

範囲に分布する線源の累積効果を調査するためのプログラムを策定すること

があろう。
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7. 線源モニタリング

(49) 第6章で概説した考察を参考にした操業前段階での検討により，必

要な線源モニタリングの頻度と種類が明らかになるであろう。平常操業の観

点、およびそれよりかなりの高線量を生じる可能性の観点から重要でないもの

以外のすべての線源について，線源モニタリングの必要なことを示すことが

できそうである。しかし実際上は，非常に多数の小規模施設と線源が重要で

ないものの範ちゅうにはいるであろう。

(50) 中程度の線源については，排出物の試料を採取し，あるいはときど

きの線量率測定で十分なことが多いであろう。これらの線源についてのモニ

タリングの頻度は，増加することができ，最後には連続とすることができる。

排出物の組成に関する知識とその予測可能性によるが，簡単な場合には全放

射能を測定するだけで十分かもしれないが，通常は放射性核種の分析を行う

必要があろう。もし体外線量率または放射性核種の排出率に急激な変動が起

こる可能性が少ない性質の線源であれば，定期的なモニタリングで十分であ

ろう。そうでない場合には，そのような変動を検知し，その後の行動の引き

金とするような種類の何らかのモニタリングシステムがなければならない。

そのようなモニタリングシステムの感度は，日常の測定に対するものほど高

い必要はない。

(51) 大規模な施設については，線源モニタリングプログラムは包括的で

ある必要があろう。これは，重要な放射性核種それぞれの排出量に関する情

報を得るのに十分な頻度で，放射性核種の全排出経路について，試料採取を

行うことを意味している。ある状況下では，重要な放射性核種がただ一つあ

るだけかもしれない。これらの重要な排出の影響を算定するために他のデー
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タも必要とされるであろう:これらのデータには，排出物の化学形，放出さ

れた物質の溶解度，大気浮遊性の粒子状物質の粒径分布，および必要な気象

学的および水理学的データが含まれるであろう。平常放出に関するモニタリ

ングのための装置とデータ取扱いの要件を設定する場合には，事故の可能性

についても考慮し重要な装置の測定範囲が十分であること，警報設備が適切

であること，および環境モニタリングと対策実施の指標として役立つように，

事故に関するデータ解析が十分迅速に実施できること，を確実にすることが

必要である。事故状態の結果放出される放射性核種の組成および物理化学的

特徴は，平常状態とは異なることがありうることへの配慮、が重要マあり，事故

時放出についてのモニタリングシステムの立案を行うさい，事故に対して十

分に柔軟な対応がとれるようにこのことを意識しておかなければならない。

(52) 操業の寿命期間の聞に経験が蓄積されるに伴って，線源モニタリン

グプログラムの必要性と程度は見直しされるべきである。とくに，線量率お

よび排出量の予測性は増加するであろうから，ある線源については連続モニ

タリングから定期的な試料採取に変更することも可能であろう。いろいろな

放射性核種および経路の相対的重要性の変化の可能性も考慮しなければなら

ない。

(53) 自然放射線源からの一般公衆の照射は，主要な被曝源として扱われ

るべきであり，そのモニタリングは人工の線源に対するものと類似に考える

ことができる。

モニタリングプログラムの立案

(54) 線源モニタリングプログラムの立案にあたって考慮すべき基本的な

事項は，すべての線源について同じであるが，そのモニタリングの規模と頻

度は異なるであろう。線源モニタリンクゃプログラムは，個々の線源，あるい

は類似の線源について立案されなければならないので，ここでは一般的な指
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針についてのみ示す。

(55) 線源モニタリングプログラムは，通常，線量率あるいは放射性核種

の排出率を測定するために立案されるであろう。線量率は，線源の性質と状

態に依存して変化する。連続的に動作する線量率計を備えることが必要とな

るかもしれないし，あるいは，もし線源が予測可能であるならば，線量率を

ある期間で積分することでも十分であろう。排出の形態はいろいろである:

大気浮遊性排出物は操業中に連続的に排出される場合が多いが，操業自体は

不連続かもしれない。一方，液体排出物は連続的に排出されるか，あるいは

一時貯蔵されてパッチ式にタンクから排出されるであろう。それぞれの種類

の線源および潜在的な被曝経路の各々について，測定点の位置，連続モニタ

リングの必要性の有無，試料採取と測定の頻度，および何らかの追加の情報

があればその準備について考慮することが必要である。たとえば放射性核種

の排出については，気象学的および，水理学的データおよび影響を受ける環

境に関連した他の情報とともに，排出物の化学形，密度および流量の情報を

得ることが必要であろう。

(56) 公衆の被曝は，種々の形態で広範囲に分布した放射性核種により生

じうる。これらの形態のあるものは，線源でのモニタリングが実施可能であ

る。たとえば，代表的な建築材料中の放射性核種含有量は使用前にサーベイ

することができ，天然ガスの放射性核種含有量は，家庭に配給される前に，

そしてミネラlレウォーターや一般消費材の代表的サンプルは，公衆に行きわ

たる前にモニタすることができる。鉱さいや廃棄物処分のサイトのような他

の線源については，間接的に線源を測定することのみが可能であるので，線

源モニタリングプログラムの中で行われる測定が十分に代表性を有している

ことを確実にするために，起こりうるレベルと変動についての包括的なサー

ベイが，線源のモニタリングプログラムの立案に先立つて必要とされるであ

ろう。
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8. 環境モニタリング

線源関連の環境モニタリング

(57) 第2章で定義したように，線源関連の環境モニタリングは，ある特

定の線源の影響を算定するために行われるモニタリングである。線源モニタ

リングの場合と同様に，第6章で概説した考察とあわせて，操業前の段階で

の検討により，必要とされる環境モニタリングの頻度と種類が明らかになる

であろう。

(58) 線源モニタリングを必要としないような重要でない線源について

は，線量の算定のためあるいは限度を下まわることを示すための，日常の環

境モニタリンク‘プログラムは必要とされないであろう。しかし，公衆に情報

を提供するために，いくらかの環境モニタリ ングが実施されるような状況も

ありうる。この公衆への情報提供はモニタリングプログラムから合理的に得

られる副次的な目的であるが，そのような再保証から得られる利益と，労力

および出費との両面から見たプログラムの費用とを慎重に比較考量すること

が必要である。

(59) 研究炉のような線源は，平常操業に関しては重要ではないが，より

高線量をひき起こす可能性がかなりある。これらの線源については，環境モ

ニタリングの準備を織り込んだ緊急時計画をもつことが必要であろう。固定

された線源については，連続的な線源モニタリングプログラムをもつこと，

操業前の段階で予備的な環境モニタリングを実施すること，および，環境物

質中の放射能濃度と体外線量率の基準レベル値を決定することも必要であろ

う。放射性物質の輸送のように，線源モニタ リングと操業前の調査が不適切
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であるいくつかの線源がある。これらの線源については，主として要求され

ることは，時間と場所を問わず必要に応じて発動しうる十分に訓練された緊

急時計画である。

(60) 予測線量の大きさが増加するにしたがい，環境モニタリングに払う

べき努力は増加するであろうが，試料の分析の規模，頻度および程度は，局

地的環境を考慮し線源の個々の特性に応じて決定されるであろう。被曝経路

は操業前の段階に決定されており，適切な環境媒体が，必ずしもそれに限定

する必要はないが，決定経路中の媒体を含むように選ばれるであろう。定期

的な環境モニタリングは，操業の初期段階ではきわめて頻度高く実施される

べきであるが，測定の頻度と種類は，経験が得られ操業前の予測が確認され

るにしたがって減らすことができょう。

(61) 大規模な環境モニタリングプログラムは，日常かなりの排出がある

ような大規模な施設についてのみ勧められる。しかし，これらの施設につい

ては，体外線量率の連続モニタリングと，大気中および水中の放射性核種の

連続試料採取を実施することぐらいが可能である。他の環境物質の試料採取

も定期的に実施しなければならないが，頻度はずっと少なくてよい。

(62) 高線量の可能性が少ない線源を除くすべての線源に対して，事故時

に発動されるべき緊急時モニタリングプログラムがあらかじめ準備されてい

る必要があろう。そのプログラムは多くの場合，線源のモニタリングプログ

ラムあるいは線源が損傷したという直接の情報により発動されるが，例外的

に環境連続モニタによることもありうる。そのプログラムは，地域的には包

括的で、対応は迅速であるべきであり，そして平常の状況ではあり得ないよ

うな線量率および放射能レベルの測定または試料採取を可能とすべきであ

る。

(63) 一般に，線源関連の日常環境モニタリングプログラムは，どちらか

というと決定グループに対する平均線量当量の算定を指向している。集団線
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量当量の推定値は，通常放射性核種の放出あるいは線源位置での線量率に関

する情報に基づいて行われる。しかし，非常に大きな集団に対する集団線量

当量が，環境モニタリングプログラムの結果から計算されうるような場合が

あるかもしれない。例としては，汚染した飲料水の消費あるいは汚染食物の

広範囲な分布があげられる。しかし，このような状況下では，環境モニタリ

ングプログラムはモニタしている経路のみからの特定集団に対する集団線量

当量の算定を可能にしているのだということを認識しなければならない。

(64) 環境そのもの，あるいは人による環境の利用に変化があるかもしれ

ないから，定期的な見直しの必要性は線源モニタリングプログラムについて

よりも環境モニタリングプログラムについての方が，より重要である。この

ような変化があれば，モニタしている経路がなお適切であったかということ

を確認するために，環境モニタリングプログラムの見直しが必要となる。

決定グループ，決定核種および決定経路の確定

(65) 重要な線源に関する環境モニタリングプログラムの決定で肝要な点

は，潜在的な決定核種，決定経路および決定ク9ループを確定することである。

これらの算定を基礎として，線量当量に主として寄与する放射性核種と経路

を選ぶことができ，その結果これら核種，経路に着目してモニタリングPプロ

グラムを決定することができる。図 3のような図式が有用であろう。各解析

に求められる詳しさは，決定グループが受ける線量当量の重要さに依存する。

線量限度に近い線量当量を与える重要な線源に対しては，潜在的な決定グル

ープ内の個人の習慣に関するきわめて詳細な調査が必要とされるであろう。

(66) 決定グループの概念は，第 3章で定義した。しかし実際には，個々

の状況下での決定グループの選定は簡単ではなく，委員会の意図に沿って決

定グループを選定する助けとなる，いくらかの補足的な指針が必要である。

(67) 決定グループの選定において重要な点の一つは，その大きさである。
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人口分布
居住，習慣
食物の消費

気象データ
大気中への排出

指標物質の選択

品質保証の規準

直接照射

水理学的データ

液体の排出

再検討と改訂

図 3 重要な線源に関する環境モニタリングプログラムの立案例
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線量当量限度はかなり合理的に均質なグループ中の平均線量当量に適用する

ことを意図していると，委員会は明確に述べている(第3章参照)。極端な場

合，たとえば詳細に特徴づけることができないような将来の状況を取り扱う

さいは，一人の仮想的な個人として決定グループを定義することが便利なこ

ともあろう。しかし通常は，決定グループは一人の個人のみで構成されるこ

とも，また均質性が失われるほど大きいこともないであろう。決定グループ

の大きさは通常数十人までであろう。まれではあるが，大きな集団が均一に

被曝する場合には，決定グループはもっと大きくなるかもしれない。決定グ

ループの大きさに関するこの指針は，ある含みをもっ:たとえば習慣の調査

では，決定集団中の最も被曝する一個人に基づいて管理しようとして，その

ような個人を探す必要はない。ある時点における習慣の調査結果は，基礎と

なった分布の一指標と見なすべきであり，平均として採用した値は，極端な

習慣をもっ個人が一人か二人見つかったとしても，それによって不当に影響

されるべきではない。

(68) 決定グループに対する線量当量を計算する場合，食物消費率あるい

は居在パラメータなどの因子について適切な平均値を選ぶことが重要であ

る。しかし，代謝パラメータは，極端な値でなく通常の集団における年齢別

グループ(胎児，幼児，小児あるいは成人)についての代表的な値を選ぶべ

きである。

(69) 何人かの個人が計算された平均線量当量を超えた線量当量を受ける

ことのあることは，定義から明らかである。決定グループの被曝が容認でき

るかどうかの判断は，計算された平均線量当量が線量当量限度に近いかどう

かだけでなく，実際の線量当量の分布の予想される広がりにも依存するであ

ろう。また，他の線源がいずれかの決定グループの被曝に寄与する可能性も

考膚、する必要がある。一般には，均質性の条件を満足するためには，最大値

と最小値の比がー桁を超えるべきでないと示唆する。したがって，多くの分
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布について，平均値は予想される最大値の 1/2ないし 1/3であろう。決定グ

ループの均質性に必要とされる程度は，関連した線源上限値に対する割合と

して表されたグループの平均線量当量の大きさに依存する。その割合が約

1/10より小さい場合には，個人線量当量の分布が実質的にファクター 10の全

範囲内にあるならば，つまり平均の両側でファクター約3以内にあれば，決

定グループは均質と考えるべきである。割合が 1/10より大きい場合には，分

布の全範囲はより小さくあるべきで、ヲアクター 3を超えないことが望まし

しミ。

人関連の環境モニタリングプログラム

(70) 放射性核種の放出または体外線量率をもたらす多くの線源は，局在

しているので，環境モニタリングプログラムはそれらに焦点、を合わせること

ができるが，一方，このように取り扱えないような広範囲におよぶ，あるい

は分散した線源も存在する。さらに，数が増加しつつある個別の線源からの

全寄与を検討できるようにしておく必要がある。これらの，人関連のプログ

ラムは，地理的に広い対象範囲および環境中に存在するかもしれないほとん

どすべての放射性核種を検出する能力という点で特徴づけられる。試料採取

がかなり容易でかつ多くの資源を費やさずに実施できるのであれば，試料採

取は連続であってよし着目する放射性核種が，環境物質に蓄積する特性を

利用するならば，試料採取は定期的でよいであろう。

(71) 二つの世界的規模の公衆の被曝源は特記に値する。これらは自然放

射線と大気中核兵器実験からの放射性降下物である。自然放射線に対する被

曝を伴う行為に基本的線量制限体系を適用する問題は，他の ICRP出版物B)

の主題である。自然放射線による線量当量とその空間的，時間的変動を決定

するために，測定がまず第一に必要である。その後，もし線量当量を制限す

る必要があるならば，実施された何らかの対策の結果を確かめるためにモニ
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タリングが必要であろう。

(72) 現在は，大気中の核兵器実験から生じた世界的規模の環境汚染によ

る線量当量は低く，これまで実施してきたモニタリングプログラムの結果に

基づいて通常は適切に予測することができる。しかし，大規模な大気中核実

験が再開されれば，この結論は役に立たなくなるであろうから，国の監督官

庁はこの被曝源をつねに見守っていくことを考えるであろう。

環境モニタリングプログラムの立案

(73) 操業前の調査によって，集団中の潜在的な決定グループの線量当量

の点で重要な放射性核種/経路の組合せが明らかになるであろう。環境モニタ

リングプログラムは，異常な状況において早急に必要とされるであろう環境

レベルと放射能濃度に関する情報も考慮、に入れ，これら経路中のこれらの放

射性核種に着目すべきである。異なった環境下で操業される類似の線源では，

異なった環境モニタリングプログラムが必要とされることがあろう。それぞ

れの状況は，地形，気象，人口分布等に関し特有であるので，ここではごく

一般的な指針のみを示すことができる。局地的環境に関する詳しい知識に基

づく十分な専門的な判断に代わるものはない。直接の体外被曝をもたらし環

境に放射性核種を放出する固定の施設の環境モニタリングプログラムは，人

に至る重要な被曝経路に沿った放射性核種濃度の決定と適切な場所における

線量率の算定が可能であるよう意図すべきである。測定地点、あるいは試料採

取地点、の位置は，測定目的がその位置における最大被曝の決定なのか，地域

社会の平均被曝の決定なのか，あるいは対照として線源がない場合のレベル

を決定するのかに依存するであろう。そのような測定を行う頻度は，線源の

出力と予測される定常性，予測される時間的な変動および線量率の大きさに

依存する。

(74) 人に至る直接の経路における測定に加えて，食物連鎖の一部ではな
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い海草のような自然のあるいは人為的に加えられた“指標"物質中の放射能

濃度の測定にも考慮すべきである。もし指標物質中の放射能濃度を人の線量

当量と関係づける係数があるならば，これらの測定は，汚染の意味を考える

ために用いることができる。指標物質は，人の食物の一成分を代表するから

ではなく，放射性核種を濃縮し，放射能レベルの傾向を示す尺度となるゆえ

に選ばれる。指標物質中の放射性核種は，濃縮機構により，食物中よりは通

常容易に検出できるので，指標物質は環境汚染の敏感な指標となる。しばし

ば使われる他の特別な技法は，環境汚染の起源を決定するために特定の核種

の存在比たとえば!34CS/即 Csを測定することである。



( 37) 

9. 公衆の個λモニタリング

(75) 個人をモニタすることの目標は，第 5章に述べたように，他のモニ

タリングプログラムの目標と同じである。平常状態では，体外照射あるいは

放射性核種の摂取に関して個人を日常的にモニタすることはほとんどの場合

適切ではないであろう。このような測定プログラムは，作業環境で行われる

操業時モニタリングおよび特殊モニタリング9)と類似のあるいは緊急時モニ

タリング手順の一部のような臨時キャンペーンの一部となるようである。

(76) 単一の経路，あるいは，たとえば人々が二つ以上の決定グループの

構成員である場合に起こるかもしれないような複合経路から特定の個人が線

量限度に近いレベルで被曝するようなまれな状況下では，日常の個人モニタ

リングが適切かもしれない。このような状況下では，モデル化による線量当

量算定の不確かさを考えると，実際の放射性物質体内量あるいは臓器内量あ

るいは体外からの線量当量を測定することが有用となろう。

(77) 情報を得るためおよび公衆に安心感を与えるため，ある状況下では

しばしば測定プログラムが導入される。このような測定により，人における

放射性核種の移行，摂取および代謝モデルについて部分的であれ確認ができ

るので，これらプログラムの結果を科学的目的に活用する機会を無視すべき

ではない。

(78) 重大な事故の後，人を選んでモニタすることは体内汚染からの線量

当量を算定する上で最も信頼のおける方法でありうる。事故が発生したが，

それによる線量当量が低いと予想される場合にはある種の限定された個人モ

ニタリングが，公衆を安心させるのに有効となりうる。
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10. 品質保証

(79) 品質保証は，モニタリングプログラムの結果に十分な信頼性を与え

るのに必要な，計画的で組織的な行為である，ということができょう。品質

保証は，確立された諸要件にてらして，装置，機器および手順の妥当性を評

価するためのすべての行為を伴う品質管理を含む。どんなモニタリングプロ

グラムも，不可欠な事項として，以下の事項を保証するために役立つ品質保

証プログラムが含まれていることが重要である。それらは，装置および機器

が正常に機能していること，いろいろな手法が正しく確立され実施されてい

ること，分析が正確に実施されていること，誤差がかぎられた範囲内にある

こと，記録が正確かつ迅速に維持されていること，必要な測定精度が維持さ

れていること，および系統的誤差が発生しないこと，である。

(80) 一般的に，品質保証プログラムを立案する場合，次の事項を考慮す

べきである:

( a) 装置および機器の品質;

(b) 職員の訓練と経験:

( c ) コントロール試料を日常的に分析し，標準分析法を適用することに

よる手順の検証;

(d) 機器および装置の校正と保守の頻度。測定系における変動は，この

問題に影響を与える重要な要因となる:

( e ) 国家標準に対する，モニタリングプログラムの結果のトレーサピリ

アイ

(f) 必要とされる品質が達成され，維持されていることを示すのに必要

な文書の範囲。
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(81) 品質管理は，試料採取の方法，試料運搬時に考慮すべき注意事項，

物理的あるいは化学的前処理，放射化学的分離，放射能測定，データの解釈，

報告，および記録の保存などを含む，測定プログラムのすべての段階に適用

される。

(82) 測定に要求される正確さおよび精密さは，モニタリングプログラム

全体との関連で行う個々の測定の重要性に依存するので，それらについても

一般的に適用できる指針を示すことはできない。すべての段階で適用される

諸手順は，測定の最終目的に依存する。プログラムの各部分の目標は，意図

した目的にとり適切な結果が得られるように，明確に定めるべきである。モ

ニタリングプログラムの妥当性を示すため，認定限度を超えていなかったこ

とを示すため，および線源または行為の影響を評価するために，記録をとっ

ておくべきである。 一般的に，測定の位置，頻度および結果の，より実際的

な詳細とともに，このモニタリングプログラムを選んだ理由，結果を評価す

るさいに使用した誘導限度の計算および線量当量の計算の詳細を記録すべき

である。情報はモニタリングプログラムが変更されれば見直され，更新され

なければならず，プログラムの立案が変更された理由も記録されるべきであ

る。こうすることによって，線源または行為の事業者は，その線源の寿命期

間あるいは行為がなされていた期間を通じて実施したモニタリングプログラ

ムの完全な記録を維持することになろう。

(83) 重要な記録の保存期間は長くすべきである。すなわち，実際の期間

は国の規制で決められるであろうが，線源あるいは行為の操業停止から数十

年の期間が適切であろうと示唆される。
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